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１ 基本原則とお願い             

１  学校は柳沢小学校の全ての子どもたちの安心・安全を優先に考えます。  

   保護者の皆様におかれましては、お子様に発熱・咳などのかぜ症状、また、体調が十分  

  でないと思われる場合には、無理に登校させることなく学校を休ませてください。  

 

２  学校はクラスターの発生リスクを下げるために「密閉」「密集」「密接」を可能な限り排  

  除しながら教育活動を行うよう努めます。また、子どもたちには感染症予防に関する指導  

  を行い日常の生活の仕方を考えさせます。  

   ご家庭では、子どもたちに対し感染防止のために、一人一人が気をつけなければいけな  

  い行動があることを理解させ、実践できるようお声かけください。  

 

３  学校は新型コロナウイルス感染症に関する差別や偏見がないよう、子どもたちに対して  

  指導を行います。  

   ご家庭では、子どもたちが感染者や濃厚接触者、医療従事者、社会機能の維持にあたる  

  方等と、そのご家族に対していじめや差別的な言動がないよう見守ってください。  

 

２ 学校再開に向けたスケジュール   

  東京都及び西東京市の状況を把握しながら、西東京市教育委員会の指導のもと、引き続き  

 学年ごとに登校時間を調整する時差登校などを実施しながら、教育活動を目指します。  

 

３ コロナウイルス感染症を防ぐための対応とお願い   

  柳沢小学校では現在の学校環境において、感染症を防ぐためにできうる対応に努めます。  

この効果は、保護者の皆様のご協力をもってより強固なものになると考えます。ご協力の 

程よろしくお願いいたします。  

 

１ 登校時の対応 

（１）家庭での健康観察について 

毎朝、体温を測り、発熱・咳など、かぜ症状がある場合は、お子様の登校を控えるようお  

願いいたします。  

 また、「健康観察表」はご家庭で記入いただき、登校時にお子様に持たせてください。体調

のことで詳細伝えたいことがございましたら連絡帳への記入をお願いします。  

（２）特別な持ち物について 

「健康観察表」 

マスク（着用）、マスクを入れる袋（マスクが汚れたとき、持ち帰るために使用します）、 

水筒（水道での水飲みによる密接を防ぐため）、  

ハンカチ・ティッシュも必ず持たせてください。  
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（３）通学中の指導について 

登下校は、自分から出る唾などの飛沫が届かないようにすることが大切です。 

子どもたちには、咳エチケットを守るとともに、人との距離をあけて歩くこと、大きな声

で話すことのないように指導します。 

 なお、熱中症予防の観点から、登下校中に息苦しさや暑さを感じる場合は、マスクを外し

たり、ずらしたりしてもよいことにします。その場合、ソーシャルディスタンスを十分にと

り（人との距離を２ｍ以上あける）、感染症予防に努めるよう指導します。昇降口に入る時に

は、マスクを必ず着用させます。 

（４）学校での朝の健康観察 

① 登校後、必ず手洗いをさせます。 

② 学級担任は一人一人の「健康観察表」を確認します。健康観察をせずに登校した子ど

もや「健康観察表」を忘れた子どもは、学校で検温及び症状の確認を行います。  

③ 学級担任は欠席者及び遅刻している児童を把握し、理由を確認します。 

④ 出席者に声を掛けながら健康状況を確認します。 

⑤ 学級ごとの健康観察結果を確認、養護教諭へ報告します。養護教諭は全学級の結果を  

  管理職へ報告します。  

 ※  教職員についても、毎朝、自宅で体温を測定し、「健康観察表」に記録し、感染症拡大防

止の観点から発熱・咳など、かぜ症状がある場合には休暇の取得を促し、出勤を控えさ

せます。 

 

２ 体調不良者への対応 

 登校後に子どもが体調不良を訴えた場合は、養護教諭が担任及び管理職に確認後、保護者 

 へ連絡をします。体調不良者は感染の疑いもあると判断し、対応します。当面の間、体調不

良を訴えた子どもは原則として早退させますので、できるだけ迅速なお迎えをお願いします。 

 

３ 日常生活での対応 

 （１）手洗いについて 

外から教室に入る時、咳やくしゃみをした時、鼻をかんだ時、給食前後、掃除後、 

トイレの後、共通の物を触ったとき、教室移動時等は、手洗いを励行するよう指導します。 

 手洗いの指導を徹底します。 

 

  １教室を移動する前と後 

   （専科教室や図書室など 

    複数の児童が使用する 

    場所や物がある所） 

  ２トイレの後 

  ３給食の前後 

   （マスク着脱、牛乳パック 

洗浄のため） 

  ４掃除の後 

   一日の中で何度も手を洗うことになります。石けんでの手洗いを徹底する予定です。お 

子様には毎日清潔なハンカチを持たせていただくようお願いいたします。 
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 （２）咳エチケットについて 

  マスクを外した際に、咳やくしゃみが出るときは、ティッシュ・ハンカチや袖で口・鼻 

 を覆うよう指導します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）マスクについて 

   基本、学校生活で着用させます。清潔なものをご準備ください。色柄の規定はありませ

ん。外した際に落としてしまった、汚れてしまったなどの場合は、取り替えますので、汚

れたマスクを入れる袋と、予備のマスクを持たせてください。教職員においてもマスクを

着用して授業を行います。 

 

①マスクの着用について 

学校においても給食時などでマスクをつけたり外したりがあります。改めて、着用の

仕方をご家庭でもご指導ください。 

 

 

  

 

 

 

②マスクの外し方 

   ゴムやひもをつまんで外し、手指にウイルス等が付着しないよう、なるべくマスクの 

  表面には触れず、必ず口につける面を内側になるようにして折り、保管用の袋などの中 

  にしまいます。 

   

③体育の時間について 

通常の運動では、児童の十分な間隔（２ｍ以上）を確保して、マスクの着用なしで授 

  業を行います。マスクの着用を希望する児童は着用できます。なお、教師は示範を示す 

場合以外は原則として体育の授業中もマスク着用します。 

                    （スポーツ庁政策課学校体育室からの通知より） 

 

 

 （４）教室での過ごし方について 

   ①当面の間、授業は黒板の方向を向く形で行い、グループ学習等の活動は行いません。  

   ②教室内は換気を行い、子どもたちの間に十分な距離を保つように座席を離します。  

   ③偏見や差別のないように、学校生活の中で、児童の「心の教育」「心のケア」を行い  

    ます。 
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（５）清掃活動について 

清掃活動は、学校内の環境衛生を保つ上で重要です。しかし、共同作業を行うことが多  

く、また共用の用具等を用いるため、換気のよい状況で、マスクをした上で行うように指  

導します。掃除が終わった後は、必ず石けんを使用して手洗いを行うようにします。  

   

（６）休み時間について 

教員が休み時間中の子どもたちの全体の様子を見守ることはできても、一人一人の細か  

な行動を掌握することは難しいです。  

そこで、子どもたちには日常の感染症対策を理解させ、密な接触をしない遊び方や、自  

らの行動をコントロールできるように事前に指導します。  

 休み時間も、マスクは着用させます。  

 熱中症予防の観点から、屋外で走る運動や息苦しさを感じたり暑さを感じたりした場合

には、マスクを外したりずらしたりしてもよいことにします。その場合、ソーシャルディ

スタンスを十分にとり（人との距離を２ｍ以上あける）、感染症予防も努めます。  

 外遊び後、昇降口に入ったら、すぐにマスクを着用させます。  

 休み時間に校庭で遊ぶ人数を制限し、交代で外遊びをさせます。  

 開始前、終了後には、手洗いをさせます。  

トイレの使用については授業中に小休憩をとって適宜トイレに行かせるなど、混雑しな

いように努めます。  

 

 （７）校内の消毒について 

   複数の児童がさわるようなところやすぐに手洗いができない時や場所があるところ

については、消毒を行います。 

手洗いは、「トイレ使用後」は当然ですが、「教室外での活動後に教室へ戻る際」、「食

事の前」は、今まで通り手洗いを行います。 

消毒する場所  

★各教室  

   ★特別教室   算数少人数・音楽室・図工室・スマイルルーム・保健室・事務室 

           理科室・家庭科室・パソコン室・図書室・ 

           会議室・ＰＴＡ室・あいあいﾙｰﾑ・その他 

 ★水飲み場    

   ★階段・靴箱   

           

消毒するところ  複数の児童がさわるところ 

各教室では   教室扉の取手部分・ロッカーの上・電気スイッチなど 

           その他複数の児童がさわるところ 

 水道では    蛇口のハンドル部分 

   トイレでは   洗面台のまわり・トイレをながす取手・ペーパーホルダー・ 

個室扉の鍵部分等 

 階段・靴箱    階段等の手すり、児童靴箱の上等 
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 （８）給食について 

  〇準備中  

・前向き給食を実施する。机は、班にせず、隣の机ともなるべく間隔をあけます。  

・お盆の下に敷くランチョンマットまたは、大きめのハンカチを用意してください。  

・教職員、児童ともに配膳前に必ず、手洗いを徹底する。手洗い後、あちこち触らないよ

う注意します。  

・給食を食べるとき以外は、全員マスクを着用します。  

・配膳台を出す準備と片付けは児童に手伝わせることもあります。  

・給食当番の児童は、事前に健康状態（発熱、せき、下痢、腹痛、嘔吐等の有無）を担任

が確認し、体調が悪い児童は当番をさせません。  

・給食当番の人数は最小限にします。  

・盛り付け用のトング、お玉類は担当当番の児童しか触らないようにします。 

・はしやスプーンを配る時にも使い捨て手袋を着用させます。  

・配膳に並ぶ際は、班ごと等少人数で並ばせ、前の人と間隔を最低 1 メートルあけます。 

・自分の給食は自分で配膳をします。  

・おかわりは行いません。最初に全てを盛り付けます。  

 

〇喫食中  

・マスクは、「いただきます。」をした後にはずします。（マスクをはずした時の袋を用意）  

   （「いただきます。」「ごちそうさま。」の挨拶は、教員もしくは、日直が自席でマスクを

して号令します） 

・今年度、ランチタイムは盛り付けのみ表示し、読み上げません。  

・会話をしないで昼の放送を聞きながら静かに食べます。  

・喫食後は、マスクを着用してから片付けを行います。  

 

〇片付け  

・片付けは、班ごと等少人数で行います。  

（食べ終わった人から片付ける等、少人数ごとであれば可）  

・児童は、給食終了後も手洗いを行います。  

・配膳台を使用後、配膳台は消毒を行います。（使用後すぐではなく、放課後などでも可）  

 

 


